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検
討
中
の
法
律
案
の
性
質
に
関
す
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内
閣
が
提
出
検
討
中
の
法
律
案
の
性
質
に
関
す
る
質
問
主
意
書

閣
議
決
定
前
の
、
内
閣
が
検
討
中
の
法
律
案
の
性
質
に
つ
い
て
疑
義
が
あ
る
の
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

内
閣
が
国
会
に
提
出
を
検
討
し
て
い
る
閣
議
決
定
前
の
法
律
案
（
以
下
、
「
検
討
中
法
案
」
と
言
う
。
）
に
つ
い
て
、
国

会
で
そ
の
内
容
に
つ
い
て
質
疑
す
る
こ
と
は
違
法
で
あ
る
の
か
。
そ
の
根
拠
と
と
も
に
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

二

検
討
中
法
案
に
関
し
、
政
府
が
、
い
わ
ゆ
る
与
党
と
の
協
議
を
優
先
す
る
根
拠
法
令
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

検
討
中
法
案
に
関
し
、
そ
の
法
案
に
関
係
す
る
各
省
庁
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
協
議
中
で
あ
れ
ば
、
国
会
で
質
疑
す
る
こ

と
は
違
法
で
あ
る
の
か
。
そ
の
根
拠
と
と
も
に
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

政
府
内
に
は
、
検
討
中
法
案
に
つ
い
て
、
国
会
で
質
疑
を
行
う
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
と
の
考
え
が
あ
る
の
か
ど
う
か
。

政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。


